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新青梅街道（東大和市上北台から瑞穂町箱根ヶ崎間約６．７ｋｍ）については、東京都が

平成１７年３月１１日に現在の幅員１８ｍから３０ｍに拡幅整備する都市計画変更を行って

おります。

東京都では、新青梅街道を5つの区間に分割して整備する予定であり、このたび、平成２

３年１２月１日付で、東京都が、国土交通省より東大和市上北台一丁目地内から武蔵村山市

神明四丁目地内までの約１．１Ｋｍの区間について、都市計画事業の事業認可を取得し、事

業に着手しました。

今後、用地説明会を開催し、用地取得を開始するとのことです。

詳しい内容につきましては、東京都のホームページをご覧ください。

東京都のホームページのURLはこちらです。

http//www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/12/20lc1300.htm

市としては、新青梅街道の拡幅整備は、モノレール延伸に必要な導入空間の確保も図られ

ることから、モノレールの延伸の実現に向けて、一歩前進したと考えております。

今回の事業認可は５つの予定区間のうちの1つが対象となっております。

市では、残りの区間の早期事業化についても、引き続き東京都へ働きかけていきます。
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武蔵村山市 都市整備部

多摩モノレール推進担当

℡042-565-1111（代表）

問い合わせは、市役所多摩モノレール推進担当 電話 042-565-1111内線 272まで

「ものれーる」に対するご意見・ご感想を是非お寄せください。
Eメールでの投稿 tamamono@city.musashimurayama.tokyo.jp



立川３・２・４号新青梅街道線

（東大和市上北台一～武蔵村山市神明四）
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